
事業群評価調書（令和２年度実施）

3

(３)

⑥

基準年 H28 H29 H30 R元 R2

目標値① 180件 200件 230件 260件 280件

実績値②
143件
（H26)

204件 204件 220件 269件

②／①
（達成率）

113% 102% 95% 103%

H30実績 H30目標 H30実績

R元実績 R元目標 R元実績

R2計画 R2目標

数値目標なし 447 ―

数値目標なし 474 ―

数値目標なし

数値目標なし 479 ―

数値目標なし 501 ―

数値目標なし

4 1 25%

6 0 0%

6

575 591 102%

590 591 100%

595

1 ○3,977

成果
指標

3,988

障害児受入推進事業
費補助対象数
（支援の単位）

　市町が保育所、認定こども園の施設整備・設備
整備を実施する社会福祉法人等に対して補助を
行う場合、その事業に対して補助を行った。

H14-

1,159,325 1,157,396

1,252,320 1,250,409

成果
指標

保育所、幼稚園、認
定こども園等の施設
数（施設）

●事業の成果
・保育所機能部分の創設に係る施設整
備については、補助申請がなく実績なし
であったが、改修等に対して3件の補助
を行い、10名の定員増など保育環境の
向上を図った。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・保育所、認定こども園の整備は、長崎
県安心こども基金事業費と併せて国の
直接補助である保育所等施設整備交
付金を活用することにより、確実に整備
数を増やしており、保育環境の向上に
寄与した。

●事業の成果
・県内放課後児童クラブ474の支援の単
位に運営費を補助することで、放課後
等のこども達に安心・安全な居場所が
提供され、健全育成が図られるととも
に、保護者が安心して働ける環境がつく
られている。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・引き続き補助事業の推進に取り組ん
でおり、障害のある子ども達の受け入
れ体制強化に寄与している。

H21- 129,853

こども未来課

放課後児童クラブ推進
事業費

長崎県安心こども基金
事業費

0756,694

2

市町、認定
こども園

1,568,013 1,385,721

400,688

根拠法令

0

根拠法令

取組
項目
ⅰ

こども未来課

活動
指標

保育所整備施設数
（施設）

放課後児童クラブ障
害児登録児童数（人）

市町
　放課後児童健全育成事業に係る費用を補助し
た。

3,986

0 3,188
活動
指標

3,190

子ども・子育て支援法

3,182

中
核
事
業

主な指標

事
業
群

２．令和元年度取組実績（令和２年度新規・補正は参考記載）

事業
番号

事　　業　　概　　要 指標（上段：活動指標、下段：成果指標）

令和元年度事業の成果等達成率

所管課(室)名

今冨　洋祐

（長崎県総合計画チャレンジ2020　本文） （取組項目）

　障害のある子どもや特別に支援が必要な子どもの保育所等への受け入れを促進するとともに、子ども
やその保護者に対し、保健・医療・福祉・教育等の関係者が連携した支援体制の整備、充実を図ります。
また、発達障害者支援センターは、専門性を活かし「地域支援体制」の整備を推進していきます。

事 業 群 名 障害のある子ども等への支援

１．計画等概要

基 本 戦 略 名 互いに支えあい見守る社会をつくる 事業群主管所属 こども政策局こども家庭課

ⅰ）保育所、幼稚園、放課後児童クラブにおける障害のある子どもなど特別な支援を要する子どもの受入れ促進
ⅱ）保健・医療・福祉・教育等の関係者が連携した支援体制のさらなる整備・充実

施 策 名 きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援 課 （ 室 ） 長 名

事業群関係課(室) こども未来課、障害福祉課

　　　　　　　　　　指　標 最終目標（年度） （進捗状況の分析）

取組
項目

発達障害者支援センターによる関係機関への支援
件数

事業対象

事務事業名 事業
期間

280件
（R2）

・地域支援マネージャーを中心に事業所へのつなぎ・定着支援等に取
り組んだことや、研修会や行政機関との検討会で機関支援の周知を
図ったことにより、令和元年度は269件と目標の260件を上回った。

・発達障害者支援センターは、県下の拠点施設であり、地域の相談支
援体制を整備するため、関係機関職員の資質向上を目的とした研修
や関係機関への支援を行っており、関係機関の支援機能等の向上が
図られつつある。

順調

進捗状況

うち
一般財源

人件費
(参考)

令和元年度事業の実施状況
（令和２年度新規・補正事業は事業内容）

事業費　(単位:千円）

安心こども基金管理運営要領



100 75 75%

100 79 79%

100

100 75 75%

100 79 79%

100

5 5 100%

5 5 100%

5

1,450 1,293 89%

1,450 1,314 90%

1,450

数値目標なし 36,035 ―

数値目標なし 39,608 ―

数値目標なし

― ― ―

― ― ―

―

H30：スキルアップ研
修参加者数（人）

90 72 80%

270 246 91%

260

H30：スキルアップ研
修参加者の理解度
（％）

90 94 104%

90 98 108%

90

20 17 85%

12 10 83%

10

8 18 225%

8 5 62%

6

●事業の成果
・県内の私立幼稚園等を設置している
学校法人に対して運営費の補助を行う
ことにより、私立幼稚園等の運営に寄
与した。
●事業群の目標(指標達成）への寄与
・障害児の入園における相談は年々多
種多様に増加しているが、特別支援教
育を実施する幼稚園及び幼稚園型認定
こども園に対し、人件費等を補助するこ
とで、それらの取組に対する環境の構
築に寄与できている。

○663,170

934,662 592,288

成果
指標

5

2,104,840

1,781,189
障害児施設支援費

5,338 5,338

障害福祉課

872,315

882,363

こども未来課

1,134,049

取組
項目
ⅰ

4

障害児等療育支援事
業費

幼稚園私立学校助成
費

H12-3

社会福祉
法人等

H24-

1,735,582 2,392

2,392

●事業の成果
・長崎県障害福祉計画（児童福祉法）に
基づき障害児サービスの計画的な提供
を図った。

2,024,130

H16-

4,942

療育3事業実施件数
（件）

2,392

2,393

成果
指標

事業実施施設数
（事業所）

―

特別支援を要する幼
児が希望する法人へ
入園した割合（％）

特別支援を要する幼
児が希望する施設へ
入園した割合（％）

成果
指標

活動
指標

障害福祉課

5,409 5,409H15-

6,005 6,005

活動
指標

　指定施設（障害児入所施設等）によって、療育3
事業（①訪問による療育指導、②外来による療育
相談、指導、③保育所等職員への療育技術指
導）を実施することで、在宅障害児等の地域生活
支援を図った。

在宅の障
害児

●事業の成果
・平成31（令和元）年度は県内5施設を
指定し、合計1,314件の指導を実施。
・身近な所で専門的な療育、相談等を
受けることができる体制を整備すること
で、在宅の障害児等の福祉の向上に寄
与した。（H23～H31実施件数：23,214
件）
・なお、指定施設の体制の問題で件数
は未達成であったため、本年度は体制
強化をして取組む。

2,393

ティー
チャー・ト
レーニング
受講者、療
育事業所
職員

指導者育成数（人）

放課後等デイサービ
スの利用実績（日）
※H31.3月提供分

活動
指標

○

●事業の成果
・地域における指導者が充足しつつあ
り、指導者育成数は5名と、育成数は成
果指標に到達しなかったが、指導者へ
のスキルアップ研修により、指導者によ
る地域での適切な支援を提供できる環
境整備を図った。
・なお、これまでの指導者育成数は県下
全域で160名を超えており、地域におけ
るティーチャー・トレーニング普及に寄
与している。

活動
指標

7,975

地域発達体制整備研
修の開催回数（回）

47,850

●事業の成果
・しおさいセミナーは、年2回（9月、3月）
の開催予定のところ、新型コロナの影
響により1回だけの開催となったが、目
標値の9割を超える参加者があり、支援
者の資質向上に寄与した。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・研修を機に関係機関との連携が広が
り、体制を整備することで当事者及び家
族の相談支援の強化に寄与した。発達障害者支援法　第１４条

活動
指標

47,724

　発達障害の理解を促進するため、住民・関係機
関への啓発研修を行った。
　また、発達障害児及び家族に関する相談支援
や、支援機関への助言等を行い、地域の体制整
備づくりに向けて取組んだ。

2,392

47,832

　ティーチャー･トレーニングを地域で普及する指
導者を育成することにより、こどもの特性に応じた
適切な支援を提供できる環境整備を図った。
　また、各地域でティーチャー･トレーニングを普及
することを目的として養成した指導者に対し、さら
なるスキルアップを図るための研修を行った。

根拠法令

4,207 7,972

根拠法令 障害者総合支援法

根拠法令

根拠法令
・私立学校振興助成法
・長崎県私立幼稚園特別支援教育費補助金実施要綱

幼稚園等を
設置する学
校法人

7,749

　障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイ
サービスなど）の利用に係る給付費に対する負担
金（国1/2、県1/4、市町1/4）及び、障害児入所支
援に要する経費（国1/2、県1/2）を支出した。

児童福祉法

11,161

11,136

11,165

発達障害
児・者、家
族、関係者

1,482,451

1,881,880

　私立幼稚園等の運営に要する経費の一部を助
成することで、特色ある学校づくりを支援し、私立
学校における教育の振興と保護者負担の軽減を
図った。

4,587

7,953

7,921

6

13,768

7,743

15,876

発達障害者支援セン
ター運営事業

R元-：しおさいセミ
ナー参加者数（人）

R元-：しおさいセミ
ナー参加者の理解度
（％）

根拠法令 発達障害者支援法　第１３条

13,961

こども家庭課

成果
指標

2,857 7,954

成果
指標

こども家庭課

7

発達障害児支援体制
整備事業

H19-

7,494

取組
項目
ⅱ



ⅰ

ⅱ

事業構築の視点

事業
番号

取組
項目

放課後児童クラブ推進
事業費

令和２年度事業の実施にあたり見直した内容

こども未来課

2

長崎県安心こども基金
事業費 ―

令和３年度事業の実施に向けた方向性

見直しの方向 見直し区分

幼稚園私立学校助成
費 ― ②

　私立学校は、公教育の一翼を担っているが、少子化等により学校法人の運営はますます厳しくなっ
ており、今後とも本事業を継続し、保護者負担の軽減及び私立学校の活力と魅力を高めることによ
り、本県教育の充実を図るとともに、幼稚園等に補助金の積極的な利用を促すことで特別支援教育
を実施できる環境を整えてもらい、幼児が希望する幼稚園等に入園できるよう働きかけていく。

改善

こども未来課

３．実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性

障害福祉課

安心こども基金事業における施設整備事業については、厚生労働省及び文部科学省の両省所管分
ともに事業期間が令和２年度までであるが、期間延長の可能性もあり、現時点では動向が不明であ
る。
期間延長された場合は、引き続き同基金による施設整備により保育環境の向上を図っていく。

現状維持

こども未来課

⑤
　市町の母子保健分野との役割を分担しながら、指定機関との意見交換等により療育支援の実施を
促進するほか、指定機関の増加等も検討し効果的な事業展開を図っていく。

保育所、幼稚園、放課後等児童クラブにおける障害がある子どもなど特別な支援を要する子どもの受入れ促進

4

3

・発達障害者支援センターに相談が集中している現状があることから、発達障害児・者とその家族が身近な地域で切れ目
のない相談、支援が受けられる体制整備を強化するために、発達障害児（者）を持つ家族や支援者に対し、発達障害の
理解促進及び適切な対応スキルの向上を図る必要がある。

・身近な地域の相談窓口で業務を担う方を対象とした従事者の育成研修や、引き続き県民の
方々へ発達障害に関する理解促進のための普及啓発を行っていく。
・ティーチャー・トレーニング指導者のスキルアップ研修、学童期の発達障害児支援に係る関係
者への発達支援研修会、さらにペアレントメンター活動の充実に向けた取り組みも継続する。

1 ― ―
年々利用児童が増加する放課後児童クラブの運営費助成、新たな受け皿確保、質の向上のための
よりよい理解等を深めるための障害児研修等を行うものであり、引き続き取り組んでいく。

現状維持

事務事業名

所管課(室)名

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

・障害がある子ども等の受入れに際しての環境整備や手厚い人材配置などがネックとなり、受入れができない施設等もあ
ることから、補助事業等の活用を促していき、更に受入れの体制確保を図っていく必要がある。

・施設整備に対する補助、人的配置に対する補助や運営費の加算等を引き続き実施するとと
もに、受け入れのための職員研修等も併せて実施していく。

保健・医療・福祉・教育等の関係者が連携した支援体制のさらなる整備・充実

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

（令和２年度の新たな取組は「R２新規」等と記載、見直しがない場合は「－」と記載）

４．令和２年度見直し内容及び令和３年度実施に向けた方向性

5
障害児施設支援費

― ―
　児童福祉法に基づく障害児サービス事業所に対する実地指導や集団指導等を通じて、サービスの
適正な提供体制を確保していく。

現状維持

障害福祉課

取組
項目
ⅰ

障害児等療育支援事
業費 ― 現状維持

―



注：「２．令和元年度取組実績」に記載している事業のうち、令和元年度終了事業、100%国庫事業などで県
の裁量の余地がない事業、公共事業評価対象事業、研究事業評価対象事業、指定管理者制度導入施設
評価対象事業については、記載対象外としています。

【事業構築の視点】

①　視点①　事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、 事業の選択と集中ができているか。
②　視点②　指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工夫、目標に近づけるための
　　工夫を検討・実施できているか。
③　視点③　人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しができているか。
④　視点④　政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確化、関係課の役割分担・
　　協力関係の整理ができているか。
⑤　視点⑤　県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑥　視点⑥　県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑦　視点⑦　戦略的に関係者の行動を引き出せているか。
⑧　視点⑧　国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案（制度改正要望）する必要はないか。
⑨　視点⑨　経済情勢等、環境の変化に対応した効果的・適切な見直しとなっているか。
⑩　その他の視点

　身近な地域の相談窓口で業務をする方を対象とした従事者
の育成研修会を新たに実施する。

―
　引き続き、従事者の育成研修や発達障害の普及啓発を行い、発達障害児（者）の途切れのない支
援体制整備の推進を図っていく。

改善

こども家庭課

取組
項目
ⅱ

6

発達障害者支援セン
ター運営事業

7

発達障害児支援体制
整備事業

　令和元年度は、これまで目途がつかなかった県北圏域でも
ティーチャー・トレーニングの実践研修の開催ができたことか
ら、今年度は次の段階であるインストラクターを養成し、地域
の指導者の育成にあたる。

⑩
　県北圏域では、養成したインストラクターが自信を持って実践研修を行うことができるようスキルアッ
プ研修会を開催し、実施団体へのサポートを強化し、事業の定着を図る。

現状維持

こども家庭課


